
株式会社トーカロイ 
ライフ・ワーク・バランス推進宣言 

 

 

■登録年月日 令和３年７月１４日 

■宣言内容 

性別に関わらず誰もが働きやすい職場環境づくりに取り組み、生活と仕事の調和を推進するために、以下

のとおり宣言します。 
 

○育児・介護支援を推進します 

 育児・介護休業、子の看護休暇、短時間勤務、男性の育児休業取得促進 

○時間外労働の削減を推進します 

 ワークシェアリング、ノー残業デイ（毎月第 1・第 3 水曜日） 

○永年勤続表彰の実施 

 勤続５，１０，２０，３０，４０年、勤続２０年超の定年後再雇用者退職時 

○心と身体の第三者相談窓口を設置します 

 産業医による「メンタルヘルス個別相談会」を予約制で適宜開催 

○キャリア支援と人財開発を推進します 

採用・教育・ISO を一部プロジェクト化し、若手育成の機会を恒常化 
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